
令和 5年度 直方市高齢者保健福祉協議会（第２回）議事要録 

日時：令和 5 年 10 月 27 日（金）14：00～ 

場所：8 階大会議室 

次 第 1．開会 

2．会長あいさつ 

3．議題 

(1) 第 9 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画／骨子案                                                                               

４．その他 

（出席委員）松岡委員、髙山委員、河野委員、阿部委員（リモート出席）、仲野委員、佐々

木委員、青見委員、早柏委員、松木委員、井上委員、谷川委員 

（欠席委員）なし 

会議要録 

３．議題 ●第 1回委員会の意見の回答について 

○介護人材の確保について 

 （意見） 

高齢者の割合も増えていく中で担い手の確保や IT の現場での活用などに着目し

ていくべきではないか。さらにいえば、外国人人材の活用などにも着目していく

ことも考えていく必要があるのでは。介護サービス量などの数値も大事ではある

が、サービスを実施する人材を守り、効率化していく点も考えてもらいたいと思

うとの意見があった。 

（回答） 

○介護人材の不足は本市のみならず、全国一律の課題となっており、国でも介護人

材の処遇改善や ICT サービスによる介護業務の効率化や業務改善に取り組んでい

るところである。福岡県でも都市部を中心に介護需要に対する必要な介護人材の

不足がさらに進むと推計されており、介護人材の確保について喫緊の課題として

取り組んでいるところである。本市では、県の事業と連携した中で介護人材の育成・

確保に取り組んでいきたいと思う。 

 

（１）第 9期高齢者保健福祉計画策定・介護保険事業計画／骨子案 

（事務局より資料説明後、質疑） 

 

（意見） 

【A 委員】 

○細かな内容についてはこの先にあがっていくのか 

⇒（事務局）細かな計画素案については次回示していく予定である。 

 

【B 委員】 

○国の見直しポイントにある複合的な在宅サービスの整備推進については、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護などとてもいいサービスなので進めていいのだが、現実的に



需要が増えない中でサービスをつくると、従来のデイサービスや訪問介護の取組にし

わ寄せがきて共倒れをする可能性がある。現実的なやり方としては、従来のデイサー

ビスや訪問介護を定期巡回するように転換する形でないと、職員の人材も限られてい

るので対応できないと思う。普及する、推進するだけでは難しい。 

⇒（事務局）冒頭の介護人材も回答と同様に、人材不足の根本的な解決をしないままサ

ービスを増やすのは難しいと思っている。国でも事業所等へのニーズ調査をしている

と聞いている。国の方針ではあるが、事業者に負担をかける形で進めるのではなく、

向こう 3 年間の中でどこまで進めていけるかまだ見えないが、長期的な課題として認

識しており、チャンスがあれば行政も事業者の後押しをしていきたいと思っている。 

 

【A 委員】 

○人材の話だが看護学校も定員割れをして生徒が少なくなっている。全国的に介護福祉

の資格を取得する人が減っている中で、解決策としての外国人人材の活用となってく

る。市内の介護施設の人材に市がどの程度介入できるかわからないが、外国人の人材

が埋めれば対応できると思う。 

⇒（事務局）意見として承りたい。 

 

【A 委員】 

○来年の４月から BCP（業務継続計画※1）が基本化され、他事業所との連携による取

組を進める旨が書かれているが、実際に他事業所と連絡して協議するのは難しいの

で、計画を進める中で受け入れが柔軟に対応できる環境づくりやリスクのある施設を

把握して受け入れ計画を立てやすくなるような取組が必要である。 

 

【C 委員】 

○私たちケアマネージャーも個別避難計画を作成していかなければいけなくなってい

る。情報がない中で、いかに要介護者の方を避難させるのか悩ましいところなので、

そうした情報を公開してほしい。災害時の避難支援についてのマップを作成していた

だければ計画をたてやすいと思う。 

 

【B 委員】 

○（公開はしていないが）災害時に援助しなければいけない対象者のリストがある自治

体もあり、協定を結んで移動等の支援を行っている。直方市では高齢者住宅などでど

こにどれくらいいるのか把握していない状況ではないか、そうした情報も更新してい

く必要があると思う。 

⇒（事務局）実際に大雨になると直方市は浸水するケースが多いので、市外の他の自治

体の入所施設と協定しながら避難するような取組を進めている。今までは民間との間

で取組を進めていたが、お話を聞いていて行政や県単位の中でマッチングを進めてい

けたらよいのかと感じたので検討していきたい。災害時の要介護者の避難支援マップ

については、要支援者の情報はリアルタイムに知る必要があると思うので、市であら



かじめ情報を把握するとともに、今後、施設でダイレクトに情報を通達できるシステ

ムができてくるのではと思っている。要支援者の対象者は一般公開していないが把握

している。5 年ごとに見直しをしているが現在見直しの段階になっているので防災の

担当課と協議して進めていきたい。 

 

【A 委員】 

○国が出している BCP をみると、大規模な津波や地震等の広域な被害を想定した取組

が中心となっている。直方市の場合、地震のリスクは少ないが、風水害のリスクは高

い。市内のハザードマップで浸水地域を示しているので、まず、自分の地域のリスク

を把握したうえで計画を考えていかないと、すべてが他の自治体へ移動するだけにな

ってしまう。もう一度、判断を確認してほしい。 

⇒（事務局）計画策定後もそうした課題に対して市内で連携して解決するために橋渡し

をしていきたい。 

 

【A 委員】 

○「基本目標２高齢者の健康で活躍できるまちづくり」について、これからは在宅で生

活機能を維持していきながら、最後の段階で介護を使っていくような方向に進んでい

くと思う。ここでは健康事業について示しているが、高齢者の多くは介護保険の目的

や知識がなく、高齢者が介護を利用する中で知ることが多くみられる。介護保険制度

の制度理解についても啓発してほしい。 

⇒（事務局）介護の状態になってからでは前の状態に戻れないため、健診や介護予防に

取り組む方向であり、介護保険についても周知していきたい。 

 

     

※1 ：BCP （業務継続計画 Business Continuity Plan） ・・・大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ

等の事件、大事故、サプライチェーン （供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生

しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体

制、手順等を示した計画 

出典：「事業継続ガイドライン」（内閣府、平成 25 年 8 月改定） 

 


